
No 回　　　　答

No.1雨水ポンプは、本工事請負の範囲において、流量UP
（410m3/分）を必須とし、改造後の機器仕様を満足できる改造
や取替にて対応することで宜しいでしょうか？

　　　可とします。
　　　ただし設備影響を伴う施工は比較的降雨の少ない時期（１１～５月）に
　　　行うものとします。

　　　仕様書の通りとします。

現場着手予定日は平成30年11月1日（木）となっていますが、工
期内の工事完了をできるように現場着手日を検討しても宜しい
でしょうか？

質疑事項

質疑・回答書
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